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基本計画の目的1
基本構想に示した「環境」、「活力」、「協働」の 3つの視点と基本方向に基づき、都市の将来

像「市民が育む世界の古都奈良～豊かな自然と活力あふれるまち～」の実現に向けて、重点的

に推進する戦略の方向性を明らかにするとともに、各分野で取り組む施策の基本方針と具体的

内容を明らかにすることを目的とします。

 前期基本計画の目標年度2
前期基本計画の目標年度は、2015年度（平成27年度）とします。

 計画フレーム3
（ 1）人口の見通し
基本計画の目標年度である2015年度（平成27年度）の奈良市の人口は、推計値では次のとお

り予測されます。

総人口

2010年度（平成22年度） 2015年度（平成27年度）

368,296人 355,300人（約1.3万人減）

※2010年度（平成22年度）については、10月 1 日現在

年齢別人口（年齢 3区分別人口）

区　分 2010年度（平成22年度） 2015年度（平成27年度）

年少人口
（ 0～14歳）

46,961人
（総人口に対する構成比12.8％）

40,600人
（総人口に対する構成比11.4％）

生産年齢人口
（15～64歳）

235,431人
（総人口に対する構成比63.9％）

215,800人
（総人口に対する構成比60.8％）

高齢人口
（65歳以上）

85,904人
（総人口に対する構成比23.3％）

98,900人
（総人口に対する構成比27.8％）

※2010年度（平成22年度）については、10月 1 日現在

前期基本計画策定に当たって
第 1 章
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就業人口

2005年（平成17年） 2015年度（平成27年度）

就業人口 164,876人 162,100人

一次産業 3,134人 3,000人（約 4％減（2005年比））

二次産業 32,551人 27,900人（約14％減（2005年比））

三次産業 125,648人 131,200人（約 4％増（2005年比））

15歳以上人口に
対する就業率 51.5％ 51.5％

※2005年（平成17年）の数値は、国勢調査の結果によるものであり、就業人口には分類不能の産業に就業する
3,543人を含む。

交流人口

本市の観光交流人口（観光入込客数）は、2009年（平成21年）の奈良市観光入込客数調査

報告によると1,397万人です。また、そのうち宿泊客数は143万人です。今後は、国際的な観

光地として魅力あるまちづくりを一層進めることにより、目標年度である2015年（平成27年）

には観光交流人口は1,491万人、宿泊客数は240万人を目指します。

（ 2）土地利用の方向
①基本方針
本市が目指す都市の将来像の実現に向けて、これまでの土地利用の考え方を踏まえつつ、

以下の基本方針に基づき、長期的な視野の下に限られた資源である土地を有効活用し、時勢

に合致した計画的な土地利用を図ります。

自然環境・歴史的景観の保全と活用

本市では、世界遺産「古都奈良の文化財」をはじめとする歴史的な文化遺産が、今も生活

の中に息づいています。また、大和青垣国定公園や奈良公園、月瀬梅林をはじめとした緑豊

かな自然環境にも恵まれています。

こうした豊かな自然環境を背景とした、文化遺産が調和した景観は、本市の大きな魅力で

す。市民はもちろん、奈良を訪れる多くの人々がその魅力を実感できるように、掛け替えの

ない財産として守り、育て、次世代に継承します。
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住環境の保全と向上

本市は、これまで大阪近郊の良好な住宅地として着実に発展を遂げてきました。しかし、

今後の土地利用にあっては、市街地の拡大を基本とした“拡張型”から、低炭素・循環型社

会を前提にした既存市街地の維持・向上による“集約型”への転換が求められています。新

たな住宅地を開発するだけではなく、これまでに形成されてきた住環境の維持・保全を図る

とともに、自然環境や歴史的環境と調和した住環境の向上を図ることで、個性ある生活文化

の形成を目指します。

②地域別土地利用
今までの地域別土地利用の方向性を継承し、以下の 7つのゾーン区分により、市域として

の一体性に配慮しつつ、地域間の機能分担と連携の下で、各地域の多様な特性を生かした、

地域ごとの魅力ある土地利用を進めます。

中央市街地ゾーン

世界遺産をはじめとする歴史的な文化遺産が数多く存在する一方、行政機関や各種の文化

施設、商業施設等が集積しているこのゾーンでは、歴史的環境に調和した市街地環境を実現

していきます。

景観、自然環境の保全に努め、「奈良町都市景観形成地区」を核として伝統的町並みの保

全整備や「奈良市中心市街地活性化基本計画」を推進し、新しい文化の創造、観光振興と地

域産業の活性化に積極的に取り組みます。

ＪＲ奈良駅や近鉄奈良駅周辺では、本市の玄関口にふさわしい商業、業務機能の集積され

た拠点の形成を目指して土地利用の誘導を図ります。

また、安全で快適な交通体系を形成するため、道路体系の整備、歩行者優先の快適な道路

環境の整備、パークアンドバスライド・サイクルライドシステムの実施、駐車施設の整備を

図ります。
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中部ゾーン

世界遺産に登録された薬師寺、唐招提寺、平城宮跡をはじめとする歴史的な文化遺産や自然

環境に恵まれたこのゾーンでは、歴史的景観・自然環境を保存していくことを基本とします。

2010年（平成22年）の平城遷都1300年記念事業の主会場となった平城宮跡は、市民や奈良

を訪れる多くの人々が集う場としていくため、「国営飛鳥・平城宮跡歴史公園平城宮跡区域

基本計画」の早期実現を国に要望していきます。

西北部ゾーン

大阪近郊の良好な住宅地として発展してきたこのゾーンでは、成熟した郊外住宅地とし

て、居住環境の保全を図るとともに、文化、福祉、スポーツなど活動の充実を図ります。

近鉄大和西大寺駅周辺では、交通渋滞の緩和と駅前にふさわしい市街地の形成を図るとと

もに、その他の主要駅周辺においても、都市機能をもつ良好な市街地形成を目指します。

南部ゾーン

自然環境に富み、住宅地、農地、工業用地等で形成されるこのゾーンでは、用途の無秩序

な混在を規制するとともに、市街化調整区域内の農地を保全することを基本とし、都市近郊

農業の振興や集落周辺の生活環境の整備、優れた集落景観の保全と活用を図ります。

市内唯一の工業地域に指定されている区域では、工場等の操業環境の維持発展を図るとと

もに、用途の混在に配慮しながら生活環境との調和を図ります。

また、大和青垣国定公園や山の辺の道といった豊富な自然環境や歴史資源の観光への活用

を進めます。

東部ゾーン

森林地域と農業地域が大部分を占め、豊かな自然と歴史に育まれたこのゾーンでは、水資

源のかん養や豊かな緑の保全に努め、その特性を損なうことなく地域社会の生活環境の基盤

整備を進めます。

今後、人口の減少・高齢化の一層の進行が予想されることから、地域農業の担い手の育成

と経営基盤の強化、森林整備事業などの農林業の生産基盤の整備、市街地との交通網の整備

を推進し、総合的な地域生活圏の確立を図ります。

また、既存集落の活性化を図るため、「奈良市開発許可の基準に関する条例」等を活用し、

地域の実情に応じた居住空間の確保を進めます。
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月ヶ瀬ゾーン

名勝「月瀬梅林」を中心とした美しい景観を背景に発展し、梅や茶などの特産物、温泉な

どの地域資源が形成されているこのゾーンでは、梅林の保護と特産品等の高付加価値化を推

進し、農業を核とした活力ある土地利用を推進します。

また、名阪国道への利便性を活用して、広域的な交流を図ります。

都祁ゾーン

阪神地区と東海地区を結ぶ名阪国道と、人・物・情報が交流する拠点である針テラスを備

えるこのゾーンでは、交通上の利便性を生かし、新規優良企業の誘致に努め、雇用の創出と

産業の発展を図ります。

また、水資源のかん養に努めるとともに、冷涼な気候と都市近郊の立地条件や農業生産基

盤を生かし、農産物の生産・加工・流通・販売を一体化した新産業の核となる地域づくりを

推進します。

名勝　月瀬梅林
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全国的にみて人口の減少、少子高齢化の加速が、経済活動の縮小、社会保障負担の増大、社

会の活力低下につながるのではないかと憂慮されています。

本市においても全国的な傾向と同様、人口減少と少子高齢化が進行しています。このことに

より、経済活動を支える生産年齢人口と年少人口、高齢人口のバランスが大きく変化すること

が問題になります。

次代を担う子どもたちが健やかに育ち、今後、増える高齢者が心身の健康を維持しながら、

生きがいを持って豊かに生き生きと暮らすことができる社会であり続けることが大切です。

基本構想に掲げる 6つの基本方向と、それらを実現するための様々な施策を実施していくた

めには、ある程度の規模の人口と生産年齢人口の比率が高い人口構造を維持することによっ

て、人的資源や市の財政力、地域の活力などを確保することが必要です。

本市では、行政サービスを維持するため、バランスのとれた年齢構成の人口構造を確保して

いくことを最重要の課題と考え、出生率の向上と生産年齢人口の流入促進・流出防止による人

口の増加と観光客を中心とする交流人口の増加を図るため、次の 3分野の施策を重点戦略とし

て推進します。

重点戦略　 1

少子化対策
少子化対策には、福祉、保健、医療、教育、労働、まちづくりなど、幅広い分野にわたる施

策を総合的・効果的に推進する必要があります。特に、子育て家庭の経済的支援、子育て親子

の居場所づくりや仲間づくりなどの子育て環境を整備し、出産や子育てのしやすい環境づくり

を進めます。また、家庭、学校、地域が一体となって子どもを育む環境をつくり、小中一貫教

育の導入や小学校における30人程度学級の導入といったきめ細かな教育を提供することによ

り、子育て世代にとって魅力的な環境を整え、若い世代を中心とした人口の市外への転出を抑

制するとともに、市内への人口の流入の促進を図ります。

（主力となる基本施策）

青少年の健全育成 【基本施策2 -02】

医療 【基本施策3 -05】

居住環境 【基本施策5 -07】

学校教育 【基本施策2 -01】

子育て 【基本施策3 -02】

保健 【基本施策3 -06】

商工・サービス業 【基本施策6 -04】

重点戦略
第 2 章
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重点戦略　 2

環　境
本市の大きな魅力である緑豊かな自然と歴史的な文化遺産を守り、また、調和した景観を持

続させながら、「奈良に住みたい」、「これからも奈良に住み続けたい」と感じさせる快適なま

ちを創ります。また、環境教育を推進するとともに、環境に配慮した市民生活や社会経済活動

を促し、温室効果ガスの削減に努めるとともに、太陽光などの新エネルギーの活用を促進する

ことや、循環型社会の形成に向けて、廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再資

源化（Recycle）の 3Ｒを推進するとともに、廃棄物の適正処理を行うことで、環境にやさし

い持続可能なまちづくりを目指します。

（主力となる基本施策）

重点戦略　 3

観　光
本市の産業、特に、観光産業が経済発展につながるような仕組みとして、ビジネスモデルの

構築を支援することで、魅力的な商品開発による消費の拡大と、国内外からの観光客をはじめ

とする交流人口の増加を図ります。また、本市に存在する世界遺産「古都奈良の文化財」など

の歴史的な文化遺産を保護するとともに、その魅力を発信し、有効に活用します。

（主力となる基本施策）

文化遺産の保護と継承 【基本施策2 -04】

廃棄物処理 【基本施策4 -04】

学校教育 【基本施策2 -01】

環境保全 【基本施策4 -02】

景観 【基本施策5 -02】

交通体系 【基本施策5 -03】

商工・サービス業 【基本施策6 -04】

文化遺産の保護と継承 【基本施策2 -04】

観光 【基本施策6 -01】
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奈良市 

総合計画審議会

報告

意見・提案(市民意識調査等)

議決

議案提出

市議会 
立案過程

実施状況報告

諮問

答申

市  長 

総合計画策定委員

施策評価  

(進行管理)  
協   働

情報提供

第三者評価組織
外部評価

重点戦略 

実施体制 

部  局 

【総合計画実施体制】

基本計画に示す重点戦略や施策を限られた経営資源の中で、着実かつ効率的に推進します。
（ 1）計画推進体制

庁内における計画推進体制

◇重点戦略を推進するため、部局間の連携を図り、効率的な実施体制を構築します。

◇基本計画に掲げる施策を効率的、効果的に推進するため、定期的に行政組織のあり方を

検証し、必要に応じて組織の再編や整理を行います。

市民等との協働による計画推進体制

◇今後の計画推進に当たっては、ボランティア、ＮＰＯ、自治会などの市民公益活動団

体、事業者などと行政との協働による取組を推進します。

◇まちづくりを主体的に担う市民組織などの育成に努めます。

（ 2）進行管理の仕組み
施策評価に基づく進行管理体制

◇第 4次総合計画では、基本構想の「まちづくりの指標」や、基本計画の目標指標を客観

的な数値で示し、施策評価を毎年実施します。

◇評価プロセスにおいて第三者評価を取り入れていくことが重要です。施策評価に当たっ

ては、市民意識調査などを通して市民の意識や満足度を定期的に把握するとともに、学

識経験者や市民などで構成する第三者評価組織を設置します。

計画の実現に向けて
第 3 章
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